
令和５年度 （大和東高等学校) 不祥事ゼロプログラムの検証等 

 

○ 課題・目標別実施結果 

課  題 目  標 実施結果と目標の達成状況 

（１） 

法令遵守意識の向

上（法令の遵守

（高い倫理感の保

持及びわいせつ事

案をはじめとする

不祥事の根絶）、

服務規律の徹底） 

職員一人ひとりが不

祥事の未然防止につ

いて当事者意識を持

って取り組み、決め

られたルールを遵 

守し、１年間の不祥

事をゼロとすること

を目標とする。 

ⅰ）生徒の連絡先の適正な取得・管理方法等につい

て、定期的に点検を行った結果、生徒への連絡は適切

に行われていた。 

ⅱ）全職員に「神奈川県職員行動指針」の周知徹底を

図り、神奈川県職員として求められる行動を再確認さ

せた結果、全員が行動指針を自分のことと受け止め、

意識的に行動した。 

ⅲ）外部講師を招聘し、資料を活用した研修を実施し

た結果、職員の意識を高め、法令順守意識の強化に繋

げることができた。 

ⅳ）校長による個人面談を実施し、ＳＮＳの利用状況

等を把握し、適正に利用していることを確認した。 

（２） 

職場のハラスメント

（パワハラ、セクハ

ラ、マタハラ等）の

防止 

権感覚と規範意識、

協働意識の向上を図

る。 

ⅰ）職員の言動に問題があると感じた時には相互間で

注意喚起を行うことを職員全員で意識・実践した。 

ⅱ）パワハラ・セクハラ・マタハラ等がない職場づく

りに取り組める職場環境を職員全員でつくった。 

ⅲ）管理職による面談を実施し、職場のハラスメント

防止を徹底し、職員の同僚性を高めた。 

（３） 

児童・生徒に対す

るわいせつ・セク

ハラ行為の防止 

わいせつ・セクハラ

行為が生徒の人権を

踏みにじる行為であ

り、決して許されな

いことを全ての職員

が十分に理解し、人

権に配慮した行動の

徹底を図る。 

次により、生徒へのわいせつ・セクハラ行為をゼロにでき

た。 

ⅰ）教員と生徒が適正な距離を保てるよう、教育相談などの

機能を活用することで、安全な環境をつくった。 

ⅱ）生徒とのＳＮＳ等利用の禁止を徹底した。 

ⅲ）生徒の連絡先の適正な取得・管理方法を徹底した。 

ⅳ）教科準備室等に常駐しないことを徹底した。 

  

（４） 

体罰、不適切な指

導の防止 

生徒の人権に対する

配慮を怠ることなく

日頃から適切な生徒

指導に努め、体罰や

不適切な指導を未然

に防ぐ。 

ⅰ）教員が常に学び合い、指導力を高めることで、体

罰を認めない風土をつくった。さらに全教員の意識が

支援の充実という考え方にシフトできたことも重なっ

たことで、体罰によらない指導を充実させることがで

きた。 

ⅱ）見て見ぬふりをせず、教員同士が相互に注意しあ

い、小さなことでも管理職への報告を怠らなかったこ

とで体罰や不適切な指導の抑止を図ることができた。       

ⅲ）特に言葉による体罰を未然に防止するため、管理

職が率先して日常的な態度や言葉に留意したことで、

職員の意識も向上し、人権感覚を高めることができ

た。 

（５） 

入学者選抜、成績

処理及び進路関係

書類の作成及び取

扱いに係る事故防

止 

新たな仕組みに対応

したマニュアルをつ

くること。また、管

理職をはじめ全ての

職員が相互チェッ 

クに取組むことで、

事故防止に努める。 

ⅰ）新たな仕組みを徹底的に読み込み、正しい手順通

りのマニュアルを作成した。        

ⅱ）入学者選抜業務における作業手順を徹底し、複数

の教員によるチェックを確実に行った結果、公正な選

考を実施することができた。 

ⅲ）調査書・推薦書の作成及び取扱いについては、組

織的な点検を行い、事故防止を達成した。 

様式２ 



（６） 

個人情報等の管

理、情報セキュリ

ティ対策  

個人情報の漏えい等

のリスクは、常に身

近にあることを意識

して、ルールに従い

適切に管理し、紛

失、漏えい防止に取

り組む。 

ⅰ）教務手帳や生徒カード等の紙による情報及び成績

等のデータ情報をそれぞれ指定の場所に保管すること

徹底したことで、個人情報を適切に管理できた。 

ⅱ）新たに作った答案等の管理方法に全教員が従った

ことで、答案等の誤廃棄はゼロであった。 

ⅲ）情報発信の際には、内容を複数教員及び管理職で

点検したことで、個人情報流出事故ゼロを徹底でき

た。 

（７） 

交通事故防止、酒

酔い・酒気帯び運

転防止、交通法規

の遵守 

制限解除に関係な

く、気を緩めずに各

種法規の遵守に努め

る。 

ⅰ）車輛等の運転者は常に安全運転に努め、交通法規

を遵守した。 

ⅱ）車輛を運転する者は「乗るなら飲むな、飲むなら

乗るな」を徹底した。 

（８） 

業務執行体制の確

保等（情報共有、

相互チェック体

制、業務協力体

制）  

職員は情報共有に努

め、業務協力体制と

相互チェック体制を

構築し、円滑な業務

執行体制を整える。 

ⅰ）グループリーダーや学年リーダーを中心に報告・

連絡・相談が円滑に進む業務体制をつくった結果、情

報や仕事の流れが円滑になった。 

ⅱ）業務が特定の個人に偏らないよう、グループリー

ダーや学年リーダーの調整により、チームで業務を遂

行する協力体制を敷いた結果、職員間の人間関係も円

滑になり、働き甲斐のある職場になった。 

（９） 

財務事務等の適正

執行  

県費、私費の迅速で

適正な執行と、事故

の未然防止に努め

る。 

ⅰ）年度当初に、私費会計のルールについて担当職員

対象の研修会を行い、年間を通じて適切な会計の執行

が行われるようにした。 

ⅱ）会計担当、管理職及び出納責任者（事務長）のチ

ェックを徹底した。さらにミスの情報を共有したこと

で以後のミスを抑止できた。 

ⅲ）現金の扱ったときは、当日中に事務長に引き継

ぎ、金庫に預けることを徹底した。 

 

○ 令和５年度不祥事ゼロプログラム全体の達成状況と令和６年度に取り組むべき課題 

（学校長意見） 

  令和５年度は、これまでの不祥事防止のしくみに加えて、職員の同僚性の向上を図

るべく職場環境の改善を図った。これが、生徒に対してさらには職員間でも丁寧に対

応するという行動にも表れてきたこと、そこから互いに良い意味での指摘ができ、事

故や不祥事の防止に繋がったと考えている。 

  ６年度もこの結果に甘えることなく、さらなる良い人間関係づくり（同僚性の向

上）及び事例検証を踏まえた適切な改善を行うことで不祥事ゼロに取り組む。 

 

 


